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平 成 2 7 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査の概要 

 (１) 監査の種類  定期監査 

 

 (２) 監査実施日  平成 27年７月 15日(水) 

 

 (３) 監査方針、監査の重点 

    地方自治法には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ

ならない。」と規定されているところであるが、構成市町の財政状況が極めて厳し

い中にあって、行財政の効率的かつ適正な執行がより強く求められているところか

ら、関係法令等の定めるところに従って業務が適正に執行されているかどうかを確

認するとともに、経済的・効率的及び効果的に実施されているかという点について

重点的に監査を実施した。 

    

   監査の重点事項 

   ・予算の執行は適正に行われているか。 

   ・契約事務は適正に行われているか。 

 

 (４) 監査の方法 

     業務の執行概況について説明を求めたほか、予算の執行並びに契約事務につい 

て関係書類の提出を求め、書面による審査及び現地審査を行うとともに、必要に応 

じて関係職員から説明を聴取するなどの方法により行った。 

 

２ 監査の結果 

(１) 予算の執行については､例月出納検査における調書、資料等も参考にして監査を

実施した。 

    予算の執行は、地方自治法、財務規則など関係法令等に準拠し、適正に行われて 

いると認められた。 

 

(２) 契約事務については、起案書、契約書､予定価格調書等の契約関係書類について、

起案文書の一部に廃紙が使用されているもの、文書保存年限の記載が漏れているも

のなど、行政文書として適正を欠くものが若干見受けられた。また、随意契約の一

部について、業者決定に至るまでの経過に説明が不足しているものが見受けられた。 

 

平成 27年度第１四半期に執行された契約１０件を対象に監査を実施した。 

契約方法は、指名競争入札によるものが２件、随意契約によるものが８件となっ 

ており、８件すべてが１者による随意契約で行われている。 

随意契約とは、競争入札を原則とする地方自治体の契約方法の例外であり、地方

自治法施行令で認められた場合にのみ実施できる契約方法であり、その中でも１者

随意契約を採用する場合には、「本当にその業者でしか受注できないのか」等法令

の要件に該当するか否かの判断を厳格に行うとともに、公開性、公正性、競争性、

経済性の確保にも十分配慮して運用されることを要望する。 


